
（政策等への反映の方向性）  

評価結果を踏まえ、平成21年度予算概算要求において所要の予算を要求する。  

【達成すべき目標、測定指標、目標期間、測定結果 等】  

支援センターの調査による。  

センターヘの相談件数  による指標。  
（単イ立：件）  

（調査名・資料出所、備考）  
指標1はメンタルヘルス対策支援センターの調査による。  

施政方針演説等  年月日  記載事項（抜粋）  

関係する施政  
方針演説等内  

閣の重要政策  

（主なもの）  

！
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平成20年度事業評価書（事前）要旨  

評価実施時期＝平成20年8月  担当部局名＝労働基準局勤労者生活部企画課   

事業名  仕事と生活の調和推進宣言都市の奨励   

基本目標Ⅲ  
労働者が安心して快適に働くことができる環境を整備すること  

政策体系上の        施策目標4   

位置付け   勤労者生活の充実を図ること  
施策目標4－1  

労働時間等の設定改善の促進等を通じた仕事と生活の調和対策を推進すること   

仕事と生活の調和の実現に向けた地域における取組を促進するため、積極的に取り組もうとする  
事業の概要     意欲のある自治体を「仕事と生活の調和推進宣言都市」に指定し、宣言都市が行う取組に対する支  

援を行う。   

【評価結果の概要】  

政策効果が発現する経路（投入→活動→結果→成果） t    事業の実施→関係者の理解→関係者による取組の実施→仕事と生活の調和推進に向けた  

社会的気運の醸成  

事業の有効性l  

仕事と生活の調和の推進のための社会的気運の醸成を図るためには、各地方自治体に  
おける仕事と生活の調和の実現に向けた取組を、国（受託業者）が全国的に普及促進す  
ることにより、国全体での気運の醸成に繋げることが重要である。そうすることで、漸  

施策に関する  
評価結果の概  
要と達成すべき  
目標等  

仕事と生活の調和の実現のためには、全国一律の取組だけでなく、地域の実情を勘案  
する必要があるが、本事業はこれに積極的に取り組もうとする自治体を対象とするもの  

（政策等への反映の方向性）  

評価結果を踏まえ、平成21年度予算概算要求において所要の予算を要求する。   
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アウトカム指標  本事業と指標の関連についての説明  
（達成水準／達成時期）  

1  「余暇と余暇生活」、「家   仕事と生活の調和の推進に向けた社会的気運が醸成  
族」、「地域生活」をより   されれば、左記事項をより重要と考える国民が増加す  
重要と考える人の率  るヰ）のと考えられる∩  

2  

（調査名・資料出所、備考）  
内閣府国民生活局「国民生活選好度調査」による。  
なお、未調査は3年に一度婁二施され、直i斤では平成20年摩に実施されている（  
アウトプット指標  本事業と指標の関連についての説明  
（達成水準／達成時期）  

1  仕事と生活の調和推進宣言   仕事と生活の調和推進宣言を実施する都市数が多い  
都市数  ほど、本事業の訴求対象人口が増加するものと考えら  

れ、社会的気運の醸成に資するものといえる∩  
（調査名・資料出所、備考）  

業務委託先事業者からの報告に基づき集計予定。  

施政方針演説等  年月日  記載事項（抜粋）  

関係する施政   
ヽ＝．ヽ                   方針演説等内  

闇の重要政策  
（主なもの）  
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（整理番号12）  

平成20年度事業評価書（事前）要旨  

評価実施時期＝平成20年8月  担当部局名：職業安定局公共職業安定所運営企画室   

事業名  ふるさとハローワーク推進事業（仮称）   

基本目標Ⅳ  
経済・社会の変化に伴い多様な働き方が求められる労働市場において労働者の職業の安定を図る  

こと  
政策体系上の            施策目標1  

位置付け  
労働力需給のミスマッチの解消を図るために需給調整機能を強化すること  

施策目標1－1  
公共職業安定機関等における需給調整機能を強化すること   

地方公共団体（都道府県等）が独自の雇用対策を国と共同で実施することを要請する場合、国が  
職業紹介・職業相談を実施し、地方公共団体がセミナー、就業準備講習、面接会、事業所情報の提  

事業の概要        供等を実施する仕組みを整備する。この地方公共団体が講ずる施策の一部を事業内容に応じ、民間  
団体iこ委託して実施する。   

【評価結果の概要】  

ーク」では、対象年齢の区切りを設けず、地域の特性に応じた対象者に応じて就職  

（2）有効性の評価  

施策に関する  
評価結果の概  地域の特性に応じたワンストップの就職支援の実施により、よりきめ細やかな支援が  

要と達成すべき  
可能となり求職者の就耳裟が一層侭i任されろ（  

目標等  （3）効率件の評価  

国と都道府県等の共同による地域の実情に応じた就職支援を行うため、既存の組織・  
ノウハウを活用した事業を実施すろことができ効率的である（  

（政策等への反映の方向性）  

評価結果を踏まえ、平成21年度予算概算要求において所要の予算を要求する。  
（概算要求額：2，740百万円）  

【達成すべき目標、測定指標、目標期間、測定結果 等】  
アウトカム指標  本事業と指標の関連についての説明  
（達成水準／達成時期）  
1就職件数（件）   ふるさとハローワークを利用する求職者の就職件数  

（m）   （地方公共団体と共同で事業運営を行うため、現時点  
における遠戚水準の記載は困難であろ∩）  

（調査名・資料出所、備考）  
資料出所：職業安定局調べによる。  

アウトプット指標  本事業と指標の関連についての説明  
（j幸成水準／達成時期）  
1相談件数（件）   ふるさとハローワークヘの来所者数  

（【）   （地方公共団体と共同で事業運営を行うため、現時点  

（調査名・資 
における達成水準の記載は困難である。）  

料出所、備考）  
資料出所：職業安定局調べによる。   
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施政方針演説等   年月日   記載事項（抜粋）  

関係する施政  
方針演説等内  

閤の重要政策  

（主なもの）  
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（整理番号13）  

平成20年度事業評価書（事前）要旨  

評価実施時期‥平成20年8月  担当部局名‥職業安定局首席職業指導官室   

事業名  大都市圏における非正規労働者の就労支援体制の整備   

基本目標Ⅳ  
経済・社会の変化に伴い多様な働き方が求められる労働市場において労働者の職業の安定を図る  

政策体系上の 位置付け        こと   施策目標1  

労働力需給のミスマッチの解消を図るために需給調整機能を強化すること  
施策目標1－1  

公共職業安定機関等における需給調整機能を強化すること   

l  

非正規労働者の特に多い大都市圏（東京、愛知、大阪）に非正規労働者の安定した就職を支援す  
るため、「非正規労働者就労支援センター」（仮称）を設置して、以下の取組等を行う。  
（1）担当制によるきめ細かな職業紹介・職業相談等  

自己理解・労働市場の理解支援から応募書類の書き方、面接の受け方指導等、個々の対象者の  
状況、課題等に応じて、担当制によるきめ細かな支援の実施。  

事業の概要                              （2）公共職業訓練の受講希望者に対する支援  

能力等に応じた公共職業訓練に係る情報提供や受講相談、受講あっせん等を実施。  
（3）求職者のこし一ズ、能力等に応じた求人開拓の実施  

求職者のここし→ズ、能力等に応じて、トライアル雇用や紹介予定派遣に係る求人開拓。  
（4）公共職業安定所の求人情報をはじめとした各種就職情報の提供   

【評価結果の概要】  

行政関与の必要性の有無（主に官民の役割分担の観点から） t 隋1 無  その他  
（理由）  

非正規労働者の増加については、低所得に起因する未婚率の上昇や少子化の加速、低  
い公的年金への加入状況による生活保護世帯の増加等につながることとなり、我が国の  
経済社会の活力を削ぐおそれがある。このため、このような社会的な課題に対して、市  
場に委ねるだけでは不十分であり、本事業により行政が関与し、適切な支援を行う必要  
があるハ  
国で行う必要性の有無（主に国と地方の役割分担の観点から）l 隋1  無 ′ その他  
（理由）  

非正規労働者の増加については、低所得に起因する未婚率の上昇や少子化の加速、低  
い公的年金への加入状況による生活保護世帯の増加等につながることとなり、我が国の  
経済社会の活力を削ぐおそれがある。このため、このような我が国全体に係る課題に対  

実施すべきものである∩  
「召  

（理由）  

可  

本事業は、能力・経験や求職活動のノウハウの不足等から安定した職業に移行するこ  
とが困難な者に対する就職支援であり、国のセーフティネットとして、あらゆる職業紹  
介を取扱い、専門的なノウハウも有する公共職業安定所において実施することが適当で  
ある。  
他の類似事業（他省庁分を含む）がある場合の竜複の有無  有  
（有の場合の整理の考え方）  

事業の有効性l  
本事業の担当制によるきめ細かな職業紹介・職業相談等の支援等を通じ、より多くの  

非正蛤労働者の常用就職を図ることが期待される∩  

施策に関する  
非正規労働者の増加については、低所得に起因する未婚率の上昇や少子化の加速、低  

い公的年金への加入状況による将来的な生活保護世帯の増加等につながることとなり、  
評価結果の概  我が国の経済社会全体の活力を削ぐおそれがある 本事業の実施は 非正規労働者の常   
要と達成すべき  用就職を図り、これらの問題点の解消に資する効果が期待される。また、本事業は、あ   
目標等  らゆる職業紹介を取扱い、専門的なノウハウも有する公共職業安定所により、既存の組  

織・ノウハウを活用しつつ実施する。このため、本事業は費用対効果の観点からも効率  
的である√、  

（政策等への反映の方向性）  

評価結果を踏まえ、平成21年度予算概算要求において所要の予算を要求する。  
（概算要求額：607百万円）   

27   



アウトカム指標  本事業と指標の関連についての説明  
）  

「非正規労働者就労支援セ    本事業は、非正規労働者の常用就職を図ることを目  
ンター（ノ仮称）Jの支援対    標としているところ、その支援対象者の常用就職割合  
象者のうち、常用就職した  

（調査名・資料出所、備考）  
資料出所：職業安定局調べによる。  

アウトプット指標  本事業と指標の関連についての説明  
（達成水準／達成時期）  

非正規労働者就労支援セン    本事業は、安定した就職を希望する非正規労働者を  
ター（仮称）の支援対象者    支援対象としているところ、その支援対象者数を「評  
数 （単イ立：人）  指標】とすることが適当であるため∩  

（調査名・資料出所、備考）  
資料出所：職業安定局調べによる。  

施政方針演説等  年月日   記載事項（抜粋）  

関係する施政  
方針演説等内  

闇の重要政策  

（主なもの）  
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（整理番号14）  

平成20年度事業評価書（事前）要旨  

評価実施時期＝平成20年8月  担当部局名‥職業安定局首席職業指導官室   

事業名  公共職業安定所における日雇派遣労働者等に対する安定就職に向けての支援   

基本目標Ⅳ  
経済・社会の変化に伴い多様な働き方が求められる労働市場において労働者の職業の安定を図る  

こと  

政策体系上の            施策目標1  
位置付け  

労働力需給のミスマッチの解消を図るために需給調整機能を強化すること  
施策目標1－1  

公共職業安定機関等における需給調整機能を強化すること   

働由  

り以下の就職支援を行う。  
（1）担当者制による→貫した就職支援、職場定着指導等  

対象者の状況、課題等に応じて担当者制による総合的かつ一貫した支援。  
事業の概要   

最終的な常用就職を視野に入れた短期就業やトライアル雇用のあっせん等を支援するととも  
に、そのための求人開拓を実施。  

（3）安定就職者（日雇派遣等経験者）の職場見学ツアーと意見交換会  
（4）トライアル雇用の活用による日雇派遣労働者の常用雇用の促進   

【評価結果の概要】  

行政関与の必要性の有無（主に官民の役割分担の観点から）  】 隋1  無  その他  
（理由）  

日雇派遣労働者等として就業を続けることは、本人の職業能力の形成、生活の安定に  
とって深刻な影響があるばかりではなく、低所得に起因する未婚率の上昇や少子化の加  
速、低い公的年金への加入状況による生活保護世帯の増加等につながることとなり、我  
が国の経済社会全体の活力を削ぐおそれがある。このため、このような社会的な課題に  
対して、市場に委ねるだけでは不十分であり、本事業により行政が関与し、適切な支援  
を行う必要がある∩  

国で行う必要性の有無（主に国と地方の役割分担の観点から）l 楕1  無  その他  
（理由）  

日雇派遣労働者として就業を続けることは、本人の職業能力の形成、生活の安定にと  
って深刻な影響があるばかりではなく、低所得に起因する未婚率の上昇や少子化の加速、  
低い公的年金への加入状況による生活保護世帯の増加等につながることとなり、我が国  
の経済社会の活力を削ぐおそれがある。このため、このような我が国全体に係る課題に  
対しては、国の着任において実施すべきヰーのである（  

圏  
（理由）  

可  

本事業は、能力・経験や求職活動のノウハウの不足等から安定した職業に移行するこ  
とが困難な者に対する就職支援であり、国のセーフティネットとして、あらゆる職業紹  
介を取扱い、専門的なノウハウも有する公共職業安定所において実施することが適当で  
ある。  
仙の類似事業（他省庁う）を含わ）があろ場合の貴複の有無  有  ヒ鴨  
（有の場合の整理の考え方）  

者制による一貫した就職支援、職場定着指導等を実施することによ  
り、上り多くの日雇派遣労働者であった者の常用就職を阿ろことが期待されろ（  

日雇派遣労働者が不本意なままこうした雇用形態での就業を続けることは、本人の職  
業能力の形成、生活の安定にとって深刻な影響があるばかりではなく、低所得に起因す  

施策に関する  る未婚率の上昇や少子化の加速、低い公的年金への加入状況による将来的な生活保護世   
評価結果の概  帯の増加等につながることとなり、我が国の経済社会全体の活力を削ぐおそれがある。   
要と達成すべき  本事業の実施は、日雇派遣労働者の常用就職を図り、これらの問題点の解消に資する  
目標等  

効果が期待される。また、本事業は、あらゆる職業紹介を取扱い、専門的なノウハウも  
有する公共職業安定所により、既存の組織・ノウハウを活用しつつ実施する。このため、  

尊業は着用対効果の観点から睾、効率的である（  

（政策等への反映の方向性）  

評価結果を踏まえ、平成21年度予算概算要求において所要の予算を要求する。  
（概算要求額：1，687百万円）   
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アウトカム指‡票  本事業と指標の関連についての説明  
成水準／達成時期）  

1  安定就職コーナー （仮称）  本事業は、日雇派遣労働者等の常用就職を図ること  
の支援対象者のうち、常用    を目標としているところ、その支援対象者の常用就職  
就職した者の割合  割合を「評価指標」とすることが適当であるため。  

（単位：％）  

2  トライアル雇用常用雇用  本事業は、日雇派遣労働者等の常用就職を図ること  
移行率（単位：％）  を目標としているところ、その支援対象者の常用就職  

割合を「評価指標lとすることが適当であるため。  
（調査名・資料出所、備考）  
指標1及び2  
資料出所：職業安定局調べによる。  

アウトプット指標  本事業と指標の関連について町説明  
達成水準／達成時期）  

1  安定就職コーナー（仮称）  本事業は、安定した就職を希望する日雇派遣労働者  
の支援対象者数  等を支援対象としているところ、その支援対象者数を  
（単位：人）  「評価指標」とすることが適当であるため（  

2  トライアル雇用開始音数  本事業は、日雇派遣労働者等の常用就職を図ること  
（単位：人）  を目標としているところ、その支援対象者の常用就職  

割合を「評価指標」とすることが適当であるため。  
（調査名・資料出所、備考）  
指標1及び2  
資料出所：職業安定局調べによる。  

施政方針演説等  年月日   記載事項（抜粋）  

社会保障の機能強  
ハローワークの機能強化による日雇派遣労働者等の安定した就職に向け  

関係する施政  ての支援、職場定着指導の実施   
方針演説等内  
閣の重要政策  

（主なもの）  
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（整理番号15）  

平成20年度事業評価書（事前）要旨  

評価実施時期二平成20年8月  担当部局名＝職業安定局首席職業指導官室   

事業名  緊急地域共同就職支援事業（仮称）   

基本目標Ⅳ  
経済・社会の変化に伴い多様な働き方が求められる労働市場において労働者の職業の安定を図る  

こと  
政策体系上の            施策目標1  

位置付け  
労働力需給のミスマッチの解消を図るために需給調整機能を強化すること  

施策目標1－1  
公共職業安定機関等における需給調整機能を強化すること   

雇用失業情勢が特に厳しい8道県において、「緊急地域共同就職支援事業」を創設し、国が実施  
する職業相談・職業紹介と、当該道県が独自で実施する不況業種等からの職種転換支援、離職者の  

事業の概要        生活安定支援等の雇用対策に密接に関連した講習、面接会、企業体験等を【一体的に実施する。ま  
た、そのための拠点として、「地域共同就職支援センター（仮称）」を設置する。   

【評価結果の概要】  

行政関与の必要性の有無（主に官民の役割分担の観点から）  隋1  無  その他  
（理由）  

近年、8道県の有効求人倍率は、特に厳しい水準で推移しているところ、今後もこの  
ような就職機会の乏しい状態で推移した場合には、我が国の経済社会の活力を削ぐおそ  
れがある。このため、このような社会的課題に対して、市場に委ねるだけでは不十分で  
あり、本事業により行政が関与し、適切な支援を行う必要がある。  
国で行う必要性の有無（主に国と地方の役割分担の観点から）† 有   控の個  

（理由）  

本事業は、公共職業安定所（国）が提供する全国ネットワークによる職業紹介と施策  
を独自に実施する地域の実情に応じた雇用対策を8道県が提供する共同事業の形態であ  
る。  
民営化や外部委託の可否  

I  l可l   

（理由）  

否  

本事業の一一部については、当該地域において適切と判断される民間団体に委託して実  
施する〔  
他の類イ以事業（他省庁分を含む）がある場合の竃複の有無  有  憮司  
（有の場合の整理の考え方）  

事業の有効性 t    本事業は、国が行う雇用対策と、地域の実情を踏まえた道県の雇用対策とを一体的に  
することにより、地域の雇用失業情勢の改善に督することとなることが期待される∩  

雇用失業情勢が特に厳しい地域において改善を図っていくためには、国が行う雇用対  
策と、地域の実情を踏まえた道県の雇用対策とを一体的に実施することが効果的である。  
本事業は、このような考え方に沿って実施するものであるとともに、既存の組織・ノウ  
ハウを活用して低廉な方法によることとしているため、費用対効果の観点から効率的で  
ある。  

施策に関する  
評価結果の概  
要と達成すべき  
目標等  

（政策等への反映の方向性）  

評価結果を踏まえ、平成21年度予算概算要求において所要の予算を要求する。  
（概算要求額：621百万円）   
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アウトカム指標  本事業と指標の関連についての説明  
（達成7k準／達成時期）  

「地域共同就職支援センタ    本事業の実施により、当該地域における就職機会の  
ー（仮称）」利用者の就職    増大を図ることとしているため、「地域共同就職支援  
件数（単位：件）  センター（仮称）」利用者の就職件数とした。  

（▼）  なお、地方公共団体と共同で事業運営を行うため、  
現時点における達成水準の記載は困難である（  

（調査名・資料出所、備考）  
資料出所：職業安定局調べによる。  

アウトプット指標  本事業と指標の関連についての説明  
（達成水準／達成時期）  

l地域共同就職支援センタ    本事業は、雇用失業情勢の特に厳しい地域において、  
ー（仮称）」利用者の相談    事業の中核的な拠点として「地域共同就職支援センタ  
件数（単位：件）  ー（仮称）」を設置して、各種の雇用対策を実施して  

（）  いるため、その支援対象者の相談件数とした。  
なお、地方公共団体と共同で事業運営を行うため、  

現時点における達成水準の記載は困難である（  
（調査名・資料出所、備考）  
資料出所：職業安定局調べによる。  

施政方針演説等  年月日   記載事項（抜粋）  

関係する施政  
方針演説等内  

闇の重要政策  
（主なもの）  
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（整理番号16）  

平成20年度事業評価書（事前）要旨  

担当部局名：  

職業安定局首席職業指導官室   
評価実施時期：平成20年8月  職業安定局介護労働対策室   

事業名  介護労働者の人材確保及び雇用管理改善の支援   

基本目標Ⅳ  
経済・社会の変化に作い多様な働き方が求められる労働市場において労働者の職業の安定を図る  

こと  

施策目標1  

労働力需給のミスマッチの解消を図るために需給調整機能を強化すること  

政策体系上の  施策目標1－1   
位置付け   公共職業安定機関等における需給調整機能を強化すること  

施策目標2  
雇用機会を創出するとともに雇用の安定を図ること  
施策目標2－1  

地域及び中小企業等における雇用機会の創出等を図るとともに産業の特性に応じた雇用の安  
定を図ること   

（1）介護労働者の人材確保・定着促進に資する介護関係助成金の創設  
雇用管理の改善を担う人材の雇入れ、介護業務未経験者の雇入れ、介護労働者のの作業負担軽  

減のための介助福祉機器の導入等、介護労働者の雇用管理の改善に取り組む事業主等に対する総  
合的な支援を実施。  

（2）雇用管理改善等援助事業の推進  
介護労働安定センターの各支部において、雇用管理の改善に取り組む事業主等に対する専門的  

事業の概要                    な相談援助等の実施。  
（3）「－福祉人材ハローワーク（仮称）」の創設等  

福祉人材の安定的な確保が特に困難な大都市圏（東京、愛知、大阪）に福祉・介護サービス分  
野に特化したマッチング拠点である「福祉人材ハローワーク（仮称）」を設置し、潜在的有資格  
者等の掘り起こし、きめ細かな職業相談・職業紹介等の人材確保支援を行う。また、全国57か所  
のハローワークに「福祉人材コーナーー（仮称）」を設置し、福祉・介護サーービス分野の職業紹介  

等の人材確保支援を行う。  

【評価結果の概要】  

（1）必要件の評価  

行政関与の必要性の有無（主に官民の役割分担の観点から）  掩1 無  その他  
（理由）  

少子高齢化が進展する中で、福祉・介護サ「ビスのニーズは増大している。一方、現  
状においては、介護労働者の賃金や介護業務に対する社会的評価が低いことや、キャリ  
アアップの仕組みが構築されていない等の多岐にわたる問題を背景として、介護サービ  
ス分野における人材確保は困難な状況となっている。  

こうした課題を克服し、高齢者をはじめ国民が安心して暮らすことができる社会の実  
現のためには、市場に委ねるだけでは不十分であり、本事業により行政が積極的に関与  
し、将来にわたって介護サービスの担い手の確保・定着を促進していくことが必要であ  
る。  

国で行う必要性の有無（主に国と地方の役割分担の観点から）l 隋1  無   その他  
（理由）  

今後とも少子高齢化が進展していく中で、全国的に介護サービスの需要が増大してい  
くことが見込まれることから、地域により介護サービスの提供体制に格差が生じないよ  
う、国の責任において本事業を実施し、介護労働者の安定的な確保・定着を促進してい  
くことが必要である。  

民営化や外部委託の可否  「可  
（理由）  

否  

本事業のうち、介護労働者の雇用管理の改善に資する相談援助及び助成金の支給業務  
等について、政策的な相乗効果を上げる観点から、専門的なノウハウを有する指定法人  
介護労働安定センターにおいて一一体的に実施することとしている。  
他の類イ以事業（仙省庁令を含わ）がある場合の重複の有無  有  撫q  

（有の場合の整理の考え方）  

2）有効性の評価    事業の有効性l  

本事業は、助成金の支給を通じて福祉・介護サービス分野の雇用の確保・定着が促進  
されるとともに、介護福祉機器の導入等の促進により、雇用管理の改善が図られること  
が期待される。また、「福祉人材ハローワーク（仮称）」等におけるきめ細かな職業相  
談・職業紹介等により、福祉・介護サービス分野における安定的な人材の確保に資する  
こ♪♪なるため、本尊要は有効であろ（  
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福祉・介護サービス分野における人材の確保・定着を促進するための手段として、雇  
用管理の改善に自ら取り組む事業主等に対して支援していくことが効率的かつ効果的で  
ある。  

本事業は、雇用管理の改善に取り組む事業主等を支援するとともに、専門的なノウハ  
ウを有する公共職業安定所、介護労働安定センター等の既存の組織を活用しつつ、最も  
低廉な方法により事業を実施するものであり、費用対効果の観点からも効率性を有する  
ものである〔  

施策に関する  
評価結果の概  
要と達成すべき                                            （政策等への反映の方向性）   

目標等   評価結果を踏まえ、平成21年度予算概算要求において所要の予算を要求する。  
（概算要求額：10，501百万円）  

【達成すべき目標、測定指標、目標期間、測定結果 等】  

アウトカム指標  本事業と指標の関連についての説明  
（i妻成7k準／達成時期）  

1  助成金を受給したことによ    本事業は、助成金の支給等により、福祉・介護労働  
り、当該事業所における雇    者の雇用管理の改善を図り、安定的な人材の確保・定  
用管理改善への取組が向上    着を促進することを目的としているため、本指標とし  
した事業主の割合（単位：  
％）  

2  雇用管理等相談援助事業を    本事業は、専門的な相談援助等により、福祉・介護  
受けた事業所において、本    労働者の雇用管理の改善を図り、安定的な人材の確保  
事業を受けて一年経過した    ・定着を促進することを目的としているため、本指標  
時点における同事業を受け  
たときからの自己都合によ  
る離職率（単位：％）  

3  福祉関連職業の充足率  本事業は、「福祉人材ハローワーク（仮称）」等によ  
（単位：％）  るきめ細かな職業相談・職業紹介等を通じ、福祉・介  

護サービス分野における安定的な人材の確保を図るこ  
ととしているため、本指標とした（  

（調査名・資料出所、備考）  
資料出所：  

・指標1は、助成金を受給した者に対し実施したアンケート調査（都道府県労働局  
調べ。）による。  

・指標2は、相談援助事業を受けた事業所に対し実施した追跡調査（財団法人介護  
労働安定センター調べ。）による。  

・指標3は、厚生労働省「職業安定業務統計」による。  

アウ■トプット指標  本事業と指標の関連についての説明  
（達成水準／達成時期）  

d  助成金支給決定件数  本事業は、助成金の支給により、福祉・介護労働者  
（単位：件）  の雇用管理の改善を図り、安定的な人材の確保・定着  

促進することを目的としているため、本指標としたゎ  
2  雇用管理等相談援助事業に    本事業は、専門的な相談援助等により、福祉・介護  

係る相談／情報提供件数    労働者の雇用管理の改善を図り、安定的な人材の確保  
（単位：千件）  ・定着を促進することを目的としているため、本指標  

とした〔  
3  r福祉人材ハローワーク（仮    本事業は、「福祉人材ハローワーク（仮称）」等によ  

称）」等における相談件数    るきめ細かな職業相談等を通じ、福祉・介護サービス  
（単位：件）  分野における安定的な人材の確保を図ることとしてい  

るため、木棺標とした（  
（調査名・資料出所、備考）  
資料出所：  

・指標1及び3は職業安定局調べによる。  
・指標2は（財）介護労働安定センター調べによる。  

施政方針演説等  年月日   記載事項（抜粋）  

社会保障の機能強  
化のための緊急対  

関係する施政  

方針演説等内  
閣の重要政策  

（主なもの）  

34  

軒
 
 
 



（整理番号17）  

平成20年度事業評価書（事前）要旨  

評価実施時期：  平成20年8月  担当部局名：職業安定局地域雇用対策室   

事業名  雇用創造先導的創業等奨励金（仮称）   

基本目標Ⅳ  
経済・社会の変化に伴い多様な働き方が求められる労働市場において労働者の職業の安定を図る  

こと  

政策体系上の           施策目標2   

位置付け   雇用機会を創出するとともに雇用の安定を図ること  
施策目標2－1  

地域及び中小企業等における雇用機会の創出等を図るとともに産業の特性に応じた雇用の安定を  
図ること   

パッケージ事業を実施する地域におい て、パッケージ事業による支援を受けた創業予定者の中か  
事業の概要     ら、地域雇用創造協議会が地域内で先導的な役割を果たす者として選定したものに対し、創業に要  

する費用の一部を助成する。   

【評価結果の概要】  

（2）有効件の評イ舐  

事業の有効性】  

助成金の支給により、地域内における先導的な創業者が生まれるとともに、当該事業  
主の労働者の雇い入れと定着を可能とするものであり、有効な事業である。  

（3）効率性の評価  

パッケージ事業との相乗的な効果が得られるものであり、効率的な事業である。  

施策に関する  
評価結果の概  
要と達成すべき  
目鱒等  

（政策等への反映の方向性）  

評価結果を踏まえ、平成21年度予算概算要求において所要の予算を要求する。  
（概算要求額：200百万円）   
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アウトカム指標  本事業と指標の関連についての説明  

1  本助成金の支給を受けた事  

業所のうち、本助成金の支    き  
給終了後半年を経過した時  
点で一般被保険者の数が3  
人以上である事業所の割合  

（％）  

（80％以上／平成23年度）  

（調査名・資料出所、備考）  
資料出所：職業安定局調べによる。  

アウトプット指標  本事業と指標の関連についての説明  
（達成水準／達成時期）  

本助成金の支給対象となる創業の件数  
1  支給決定件数（件） （20件以上／平成21年度）  

（調査名・資料出所、備考）  
資料出所：職業安定局調べによる。  

施政方針演説等  年月日   記載事項（抜粋）  

関係する施政  
方針演説等内  

闇の重要政策  
（主なもの）  



（整理番号18）  

平成20年度事業評価書（事前）要旨  

評価実施時期‥平成20年8月  担当部局名‥職業安定局地域雇用対策圭   

事業名  地域貢献活動分野支援事業（仮称）   

基本目標Ⅳ  
経済・社会の変化に伴い多様な働き方が求められる労働市場において労働者の職業の安定を図る  

こと  

政策体系上の           施策目標2   

位置付け   雇用機会を創出するとともに雇用の安定を図ること  
施策目標2－1  

地域及び中小企業等における雇用機会の創出等を図るとともに産業の特性に応じた雇用の安定を  
図ること   

雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域において、地域社会の活性化に貢献する分野（地域貢献括  
動分野（保健・医療又は福祉の増進を図る活動や、社会教育の推進を図る活動など））で活動する  
小規模の法人等を対象に、雇用管理体制をはじめとする経営体制等の整備に関する支援を行うとと  

事業の概要           もに、当該支援を受けて経営体制等の整備を図った法人等が、雇用保険の→般被保険者として労働  
者を1名以上雇い入れた場合に助成金を支給することにより、雇用失業情勢の改善の動きが弱い地  
域における新たな分野での雇用機会の開拓を図るものである。   

【評価結果の概要】  

（1）必要性の評価  

行政関与の必要性の有無（主に官民の役割分担の観点から） l 附l 無  その他  
（理由）  

地域を支える地域貢献活動分野において活動する法人等を更に新たな雇用の場として  
発展させ、地域の雇用構造を改善するものであり、民間の持っノウハウを活用しつつ実  
施するモデル事業である。  

国で行う必要性の有無（主に国と地方の役割分担の観点から）l 附l  無  その他  
（理由）  

本事業は、雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域を対象として、地域の雇用構造を改  
善する新たな方法を試行するモデル事業で 

（理由）  

本事業のうち、地域貢献活動分野で活動する法人等に対して経営体制等の整備に閲す  
る支援等を行う事業については、いわゆる中間支援組織等をはじめとする民間団体の中  
から、企画競争入札により選定されたものに対して委託するものであり、民間のノウハ  
ウを積極的に活用す るヰ、のである∩  

他の類似事業（他省庁令を含む）がある場合の蛋複の有無   l   

（有の場合の整理の考え方）  
有  憮目  

2）有効件の評イ面    事業の有効性l  

委託事業により経営体制等を整備するとともに助成金を支給することで、資金面の問  
題から雇い入れに踏み出すことができない法人等の発生を防ぐことができ、助成金が支  
給されている間に助成金に頼らず雇い入れを継続する体力を法人等が身につけられるよ  
うにすることを目標としているため、地域貢献活動分野において活動する法人等を雇用  
の場として開拓することができる。  

また、地域貢献活動分野において活動する法人等の経営基盤が強化されることにより、  
地域社会の活性化につながり新たな雇用機会が創出されるといった波及効果が期待でき  
る。  

法人等のニーズを把握した上で事業を実施することとしており、支援の対象とする法  
施策に関する  人を絞り込み、もう一歩のところで雇い入れに踏み出せないでいる法人等に対して集中   
評価結果の概  的に支揺することとしており、効率的に事業が実施できる∩  
要と達成すべき  

目標等  

（政策等への反映の方向性）  

評価結果を踏まえ、平成21年度予算概算要求において所要の予算を要求する。  
（概算要求額：123百万円）   
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アウトカム指標  本事業と指標の関連についての説明  
）  

1  労働者定着率（％）  本事業により雇い入れられた労働者のうち、事業終了  
（50％／平成23年度）  後半牛を経過した時点においても引き続き雇用保険の  

一般被保険者として雇い入れられている者の割合  
（調査名・資料出所、備考）  
指標1は、職業安定局調べによる。  

アウトプット指標  本事業と指標の関連についての説明  
（達成水準／達成時期）  

d  支援対象法人等数（団体）  
（150団体／平成22年度）  

2  支給決定件数（件）  本事業により労働者の雇入れを行った事による助成金  
（300件／平成22年度）  の支給決定件数  

（調査名・資料出所、備考）  
指標1及び指標2は、共に職業安定局調べによる。  

施政方針演説等  年月日   記載事項（抜粋）  

関係する施政  
方針演説等内  

閣の重要政策  
（主なもの）  
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（整理番号19）  

平成20年度事業評価書（事前）要旨  

評価実施時期：平成2・0年8月  担当部局名：職業安定局若年者雇用対策室   

事業名  フリーター常用就職支援事業の拡充   

基本目標Ⅳ  
経済・社会の変化に伴い多様な働き方が求められる労働市場において労働者の職業の安定を図る  

こと  
政策体系上の            施策目標3  

位置付け  
労働者等の特性に応じた雇用の安定・促進を図ること  

施策目標3－1  
高齢者・障害者・若年者等の雇用の安定・促進を図ること   

全国のハローーワークにおいて実施しているフリーター常用就職支援事業について、対象者を30代  
後半の不安定就労者まで拡大し、職業相談・紹介から職場定着までの一貫した就職支援を実施する  

事業の概要        ため、フリーター常用就職サポーターの増員を行い、常用雇用化に向けた－一貫した就職支援の強化  
を行う。   

【評価結果の概要】  

行政関与の必要性の有無（主に官民の役割分担の観点から）  隋‾】  無  その他  
（理由）  

若年者雇用問題は、若年者自身のキャリア形成はもとより、わが国社会・経済システ  
ムに重大な影響を与えるものであり、不安定就労の増大や生活基盤の欠如による所得格  
差の拡大、社会保障システムの脆弱化、さらには、社会不安の拡大、少子化の一層の進  
行等深刻な社会問題を引き起こしかねない重要な問題であり、本事業の内容については、  
市場に任せているだけでは十分ではなく、同が実施する必要があるハ  
同で行う必要性の有無（主に国と地方の役割分担の観点から）l 隋‾l  無   その他  
（理由）  

若年者雇用問題の解決は、全国的な課題であり、国が対応することが必要である（  
民営化や外部委託の可否  否  
（理由）  

フリーター常用就職サポーターについては、若年者問題に精通した専門的・実務的能  
力を有する者等への委嘱により実施している∩  
他の類イ以事業（他省庁令を含む）がある場合の苺複の有無  有  閑  
（有の場合の整理の考え方）  

2）有効件の言平価  

フリーター常用就職サポーターが、就職活動に関する個別相談・指導助言、職場定着  
支援等を実施することは、フリーター等の常用雇用化を推進し、フリーター等の数の減  
少に有効な手段である∩  

全国のハローワークにおいて、ハローワークの有するノウハウや全国ネットワークを  
最大限活用しつつ、フリーター常用就職サポーター等の担当制による一貫した就職支援  
を実施することにより、フリーター等の常用雇用化を促進することは、フリーター等の  

雇用化を図る上で 

施策に関する  
評価結果の概  
要と達成すべき  
目標等  

（政策等への反映の方向性）  

評価結果を踏まえ、平成21年度予算概算要求において所要の予算を要求する。  
（概算要求額：839百万円）   
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アウトカム指標  本事業と指標の関連についての説明  
準／i章成時期）  

1  公共職業安定所におけるフ    本事業における常用雇用化数により事業効果を把握  
リーター常用雇用化数（単  
位：人）  

（調査名・資料出所、備考）  
資料出所：職業安定局調べによる。  

アウトプット指標  本事業と指標の関連についての説明  
（達成水準／達成時期）  

B  公共職業安定所における支    本事業における支援対象とした新規求職者数により  
援対象新規求職者数（単位  

：人）  

資料出所：職業安定局調べによる。  

施政方針演説等  年月日   記載事項（抜粋）  

関係する施政  
方針演説等内  

閤の重要政策  
（主なもの）  
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（整理番号20）  

平成20年度事業評価書（事前）要旨  

評価実施時期‥平成20年8月  担当部局名：職業安定局若年者雇用対策室   

事業名  若年者の応募機会の拡大等についての事業主等に対する周知・啓発、相談等   

基本目標Ⅳ  

経済・社会の変化に伴い多様な働き方が求められる労働市場において労働者の職業の安定を区る  
こと  

政策体系上の            施策目標3  

位置付け  
労働者等の特性に応じた雇用の安定・促進を図ること  

施策目標3－1  
高齢者・障害者・若年者等の雇用の安定・促進を図ること   

若者の応募機会の拡大等に係る事業主等の理解の促進を図るとともに、事業主からの相談に応じ  
るため、ハローワークに配置されている若年者雇用アドバイザーの増員、事業主団体に対する周  

事業の概要        知・啓発等に係る委託事業においてモデル企業による取組の普及の実施など、事業主への相談機能  
の充実等を図る。   

【評価結果の概要】  

（2）有効件の評価  

事業の有効性l    若年者雇用アドバイザー による企業訪問等による働きかけや、事業主団体等を通じた  
モデル企業による取組の普及等は、事業主の理解や取組を促し、若年者の応募機会の拡  

促進する上で有効な手段である 

（3）効率件の評価  

若年者雇用アドバイザーが企業に訪問し、若年者の応募機会の拡大等のための条件整    備に伴う阻害要因を発見・整理し、企業の実情に応じた解決のための手順・方法等具体  
的課題について相談に応じ、助言することは、若年者の応募機会の拡大等を図る上で効  

施策に関する  率的である。   
評価結果の概  また、既に平成20年度において実施している若者の応募機会拡大に係る事業主団体等  

要と達成すべき  への委託事業の一環として、各地域においてモデル的な取組を行う企業を選定し、その  

目標等  
取組状況や成果について、地元新聞紙上等への掲載や、厚生労働省ホームペ「ジにおけ  
る周知等により、全国に広く発信することは、若者の応募機会拡大に係る社会的気運の  
高まりに督するヰーのであり、若年者の応募機会の拡大等を回る上で効率的である（  

（政策等への反映の方向性）  

評価結果を踏まえ、平成21年度予算概算要求において所要の予算を要求する。  
（概算要求額：376百万円）   
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アウトカム指標  本事業と指標の関連についての説明  
）  

1  若年者雇用アドバイザーの    若年者雇用アドバイザーが相談助言活動を行った事  
相談助言活動を行った事業    業所のうち、新たに通年採用の導入等「青少年の応募  
所のうち、新たに若年者の    機会の拡大に関する指針」に掲げる若年者の応募機会  
応募機会の拡大の措置を行    の拡大の措置を行った事業所の割合により事業効果を  
った事業所の割合（単位：  
％）  

（調査名・資料出所、備考）  

アウトプット指標  
（i妻戚7k準／達成時期）  

ロ  若年者雇用アドバイザーが    若年者雇用アドバイザーが相談助言活動を行った件  
相談助言活動を行った件数  

施政方針演説等  年月日   記載事項（抜粋）  

関係する施政  
方針演説等内  

闇の重要政策  
（主なもの）  
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